
 

 

 

 

広島市立義務教育諸学校用教科用図書の採択の手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 員 

・校長及び教員 

○ 採択審議会の示した観点に沿ってすべての教科書について調

査研究し、採択審議会に報告する。 

 

広島市教科用図書採択審議会 

・校長及び教員・児童生徒の保護者代表・学識経験者 

○ 教育委員会の諮問事項に基づき、教科書を調査

する観点を定め、調査員に示す。 

○ 調査員の報告をもとに審議し、すべての教科書

について教育委員会に答申する。 

・市民 

教科書センター（法定展示会） 

各中学校等 

教 科 書 展 示 会 

広 島 市 教 育 委 員 会 

教育長  ・手順の決定 

 ・調査員の任命 

・採択基本方針の決定      ・諮問事項の決定 

・採択審議会委員の委嘱又は任命 ・教科用図書の採択 

○教科用図書選定に関わる手順・方法の確認。 

○教育委員会が定めた方針及び観点例に基づき、教科

用図書選定が公正かつ適正に行われるよう協議し、

調査する観点を定める。 

○調査員の報告をもとに審議し、校長に答申する。 

 

 

 

中等教育学校（前期課程） 

①委嘱・任命 ②諮問 ⑥答申 

③任命 

④依頼 ⑤報告 

⑦採択基本 

方針の通知 

⑧申請 


